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○
準
耐
火
構
造
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

第
一

壁
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
一
号
ロ
、
第
三
号
ロ
及
び
第
五
号

第
一

壁
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
一
号
ロ
、
第
三
号
ロ
及
び
第
五
号

ハ
に
定
め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
の
部
分
、
目
地
の
部
分

ハ
に
定
め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
の
部
分
、
目
地
の
部
分

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
（
以
下
「
取
合
い
等
の
部
分
」
と
い
う
。
）
を
、
当

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
（
以
下
「
取
合
い
等
の
部
分
」
と
い
う
。
）
を
、
当

該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の

該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の

侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
七
条
の
二
第
一
号
及
び

一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
七
条
の
二
第
一
号
及
び

第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る
間
仕
切
壁
の
構
造
方

第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る
間
仕
切
壁
の
構
造
方

法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

イ

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
構
造
（
耐
力
壁
で
あ
る
間
仕
切
壁
に
係
る

イ

令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
造
（
耐
力
壁
で
あ

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

る
間
仕
切
壁
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

ロ

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
（
特
定
避
難
時
間
が
四
十
五
分
間
以
上

で
あ
る
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物
の
主
要
構
造
部
（
法
第
二
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
の
構
造
方
法
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
（
耐
力
壁
で
あ
る
間
仕
切
壁
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す

る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

令
第
百
七
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
非
耐
力
壁
で
あ

二

令
第
百
七
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
非
耐
力
壁
で
あ

る
間
仕
切
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
間
仕
切
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

イ

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ

前
号
ハ
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ

前
号
ロ
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

三

令
第
百
七
条
の
二
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の

三

令
第
百
七
条
の
二
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の

構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

イ

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
構
造
（
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
に
係
る
も
の

イ

令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
造
（
耐
力
壁
で
あ

に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

る
外
壁
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。
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ロ

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
（
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

四

令
第
百
七
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
非

四

令
第
百
七
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
非

耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、

耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、

次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

イ

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ

前
号
ハ
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ

前
号
ロ
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

五

令
第
百
七
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
非

五

令
第
百
七
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
非

耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
の
構
造
方
法
に

耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
の
構
造
方
法
に

あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ

第
三
号
ハ
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ

第
三
号
ロ
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ニ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
又
は
鉄
材
で
造
り
、
そ
の
屋
外
側
の
部
分
に
第
三
号

ハ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
又
は
鉄
材
で
造
り
、
そ
の
屋
外
側
の
部
分
に
第
三
号

ハ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、

ロ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、

（1）

（5）

（1）

（5）

そ
の
屋
内
側
の
部
分
に
次
の

又
は

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た

そ
の
屋
内
側
の
部
分
に
次
の

又
は

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た

（1）

（2）

（1）

（2）

構
造
と
す
る
こ
と
。

構
造
と
す
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

第
二

令
第
百
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
柱
の
構
造
方
法

第
二

令
第
百
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
柱
の
構
造
方
法

は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

一

令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

二

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
と
す
る
こ
と
。

三

第
一
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
を
設
け

二

第
一
第
一
号
ロ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
を
設
け

（1）
（i）

（iv）

（1）
（i）

（iv）

る
か
、
又
は
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

る
か
、
又
は
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

第
三

令
第
百
七
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
床

第
三

令
第
百
七
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
床

の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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一

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

一

令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

二

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
と
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

二

（
略
）

第
四

令
第
百
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
は
り
の
構
造
方

第
四

令
第
百
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
は
り
の
構
造
方

法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

一

令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

二

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
と
す
る
こ
と
。

三

第
三
第
三
号
ロ

又
は

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
を
設
け
る
か
、
又
は
次
に
掲

二

第
三
第
二
号
ロ

又
は

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
を
設
け
る
か
、
又
は
次
に
掲

（1）

（2）

（1）

（2）

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

第
五

屋
根
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五

屋
根
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
百
七
条
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
屋

一

令
第
百
七
条
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
屋

根
（
軒
裏
を
除
く
。
）
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

根
（
軒
裏
を
除
く
。
）
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ

次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ

次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（1）

（1）

屋
内
側
の
部
分
又
は
直
下
の
天
井
及
び
軒
裏
に
次
の

か
ら

ま
で
の
い

屋
内
側
の
部
分
又
は
直
下
の
天
井
及
び
軒
裏
に
次
の

か
ら

ま
で
の
い

（2）

（i）

（vii）

（2）

（i）

（vii）

ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の

ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の

～

（
略
）

～

（
略
）

（i）

（iv）

（i）

（iv）

第
一
第
三
号
ハ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

第
一
第
三
号
ロ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（v）

（1）

（5）

（v）

（1）

（5）

・

（
略
）

・

（
略
）

（vi）

（vii）

（vi）

（vii）

（
略
）

（
略
）

（3）

（3）

二

令
第
百
七
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
軒

二

令
第
百
七
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
軒

裏
（
外
壁
に
よ
っ
て
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
と
防
火
上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
も
の

裏
（
外
壁
に
よ
っ
て
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
と
防
火
上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
も
の

を
除
く
。
）
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

を
除
く
。
）
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

イ

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ

前
号
ハ

又
は

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
防
火
被

ロ

前
号
ロ

又
は

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
防
火
被

（2）
（iv）

（v）

（2）
（iv）

（v）
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覆
の
取
合
い
等
の
部
分
を
、
当
該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
が
設
け

覆
の
取
合
い
等
の
部
分
を
、
当
該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
が
設
け

ら
れ
て
い
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と

ら
れ
て
い
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と

が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ニ

（
略
）

ハ

（
略
）

第
六

令
第
百
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
階
段
の
構
造
方

第
六

令
第
百
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
階
段
の
構
造
方

法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

四
十
五
分
間
倒
壊
等
防
止
認
定
構
造
と
す
る
こ
と
。

三

段
板
及
び
段
板
を
支
え
る
け
た
が
木
材
で
造
ら
れ
た
も
の
で
、
当
該
木
材
の
厚

二

段
板
及
び
段
板
を
支
え
る
け
た
が
木
材
で
造
ら
れ
た
も
の
で
、
当
該
木
材
の
厚

さ
が
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当

さ
が
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

当
該
木
材
の
厚
さ
が
三
．
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
、
段
板
の
裏

イ

当
該
木
材
の
厚
さ
が
三
．
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
、
段
板
の
裏

面
に
第
五
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が

面
に
第
五
第
一
号
ロ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が

(2)
(i)

（v）

(2)
(i)

（v）

施
さ
れ
、
か
つ
、
け
た
の
外
側
の
部
分
に
第
一
第
五
号
ニ

又
は

（
屋
外
側

施
さ
れ
、
か
つ
、
け
た
の
外
側
の
部
分
に
第
一
第
五
号
ハ

又
は

（
屋
外
側

(1)

（2）

(1)

（2）

に
あ
っ
て
は
、
第
一
第
三
号
ハ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
）
に
該
当
す
る
防

に
あ
っ
て
は
、
第
一
第
三
号
ロ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
）
に
該
当
す
る
防

（1）

（5）

（1）

（5）

火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の

火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の

ロ

段
板
の
裏
面
に
第
三
第
三
号
ロ

又
は

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら

ロ

段
板
の
裏
面
に
第
三
第
二
号
ロ

又
は

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら

(1)

（2）

(1)

（2）

れ
、
か
つ
、
け
た
の
外
側
の
部
分
に
第
一
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
の
い
ず

れ
、
か
つ
、
け
た
の
外
側
の
部
分
に
第
一
第
一
号
ロ

か
ら

ま
で
の
い
ず

(1)
(i)

（iv）

(1)
(i)

（iv）

れ
か
（
屋
外
側
に
あ
っ
て
は
、
第
一
第
三
号
ハ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
）

れ
か
（
屋
外
側
に
あ
っ
て
は
、
第
一
第
三
号
ロ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
）

（1）

（5）

(1)

（5）

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の


